
 

 
 

■芦別市教育大綱（平成 31 年 3 月改正）新旧対照表 

 
 

【改正前】 

２ 大綱の実施期間 

大綱の実施期間は、平成 27 年度から平成 30 年度の 4 年間としますが、社会

情勢等の動向等を踏まえ、適宜改定するものとします。 
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【改正後】 

２ 大綱の実施期間 

大綱の実施期間は、平成 27 年度から平成 31 年度の５年間とします。 
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